令和７年秋季火災予防運動実施要綱
乙訓消防組合
１　目的

　　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、火災による死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。
２　統一標語

　　全国　『 急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし 』

　　乙訓　『 乙訓の　街に聞こえる　火の用心 』

３　実施期間

　　令和７年１１月９日（日）から１１月１５日（土）まで

４　重点目標

⑴　住宅防火対策の推進
⑵　放火火災防止対策の推進

⑶　特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
⑷　危険物施設における保安体制の整備促進

⑸　車両火災予防対策の推進
⑹　乾燥時及び強風時の火災予防対策の推進
５　推進項目

1 　住宅防火対策の推進
　　ア　住宅用火災警報器設置の徹底及び連動型住宅用火災警報器の設置推進
イ　適切な維持管理の周知及び経年劣化した住宅用火災警報器交換の推進
ウ　住宅用火災警報器及び消火器の不適正販売に係る予防策の周知
エ　住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進
オ　リチウムイオン電池関連火災に係る注意喚起の実施
カ　電気火災防止に向けた取組みの推進
キ　防炎製品の普及促進
ク　消防団、婦人防火クラブ、幼年消防クラブ及び自主防災組織等と連携した普及啓発活動の推進

ケ　高齢者等の安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進
　⑵　放火火災防止対策の推進

ア　放火されない環境づくりの推進
イ　事業所における放火火災防止対策の徹底
ウ　放火火災による被害の軽減対策の実施
　⑶　特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
ア　防火管理体制の充実
イ　避難施設等及び消防用設備等の維持管理の徹底
ウ　命を守る避難の取組の推進

エ　防炎物品使用の徹底及び防炎製品使用の促進
オ　防火対象物定期点検報告制度の周知徹底
カ　違反のある防火対象物に対する是正指導の強化
　⑷　危険物施設における保安体制の整備促進
　　　ガソリンスタンドにおける安全対策の推進

　⑸　車両火災予防対策の推進
　　ア　車外へのたばこの投げ捨て防止

　　イ　車両の防火安全対策の推進

　⑹　乾燥時及び強風時の火災予防対策の推進
ア　火災予防広報の実施
イ　たき火等の行為者に対する指導の強化
ウ　火気取扱いにおける注意の徹底
エ　工事等における火気管理の徹底
６　実施事項

　⑴　広報活動

　　ア　ホームページ及び公式インスタグラムによる広報

　　イ　消防車両等による巡回広報

　　ウ　主要場所への防火のぼりの掲出

　　エ　事業所等への立看板及びポスター等の掲出依頼

　　オ　街頭広報の実施

　　カ　各町内会等への防火チラシの回覧依頼

　　キ　大型店舗等への予防運動実施啓発放送依頼

　　ク　駅、事業所設置の電光掲示板に予防運動啓発文の表示依頼
2 　住宅用火災警報器等の住宅用防災機器の設置徹底を含めた住宅防火訪問
3 　特別予防査察（６項等）
4 　防火対象物に対する防炎物品や防炎製品の普及促進
5 　住宅用火災警報器設置状況調査
6 　消防訓練
　　ア　乙訓二市一町総合消防訓練

　　イ　消防署及び自衛消防隊合同の消防訓練
　　ウ　防火対象物及び自治会等消防訓練指導
⑺　放火防止及び道路障害排除夜間パトロール

